
 

 

工事材料事前承諾について 

 

 

１ 工事材料の事前承諾 

 （１） 県土整備部が所管する建設工事で使用する工事材料のうち、鳥取県土木工事共通仕様

書に示す規格に適合する一般材料について、生産者、販売者及び各種団体等があらかじ

め工事材料事前承諾願(別記様式)を提出し、発注機関の承諾を受けたときは、当該材料

の使用については、（４）によることができるものとする。 

 （２） 事前承諾願の申請に当たっては、品質規格を確認するための製品カタログ、ミルシー    

ト、構造計算書、試験成績証明書等(以下「製品カタログ等」という。)を添付するもの    

とする。 

 （３） 事前承諾の有効期限は、承諾の日から１年以内とし、当該年度内に限るものとする。 

 （４） 請負業者は、事前承諾を受けた工事材料を使用する場合、工事材料使用承諾願ととも    

に提出する使用材料一覧表の材料名欄に事前承諾番号を付記することにより、製品カタ    

ログ等を省略できるものとする。 

       ただし、品質規格を確認できる製品カタログ等を整備、保管しなければならない。 

 （５） 各発注機関においては、事前承諾した工事材料の製品カタログ等を適切に保管し、ま    

た、その一覧表等を閲覧し、周知を図るものとする。 

 

 

 

２ 事前承諾の流れ 

 

工事材料事前承諾の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ①では、製品カタログ等が必要 

                                ⑥では、事前承諾を受けたものは製品カタログ等は不要 
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①事前承諾願の提出（別記様式） 

②事前承諾願の承諾（１年間有効） 

③工事契約 

⑥使用承諾願の提出 

⑦使用承諾願の承諾 

④製品カタログ等の要求 

⑤製品カタログ等の提出 
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別記様式 

工 事 材 料 事 前 承 諾 願

令和 年 月 日 

（発 注 機 関） 様 

申請者 住所 

   氏名 印 

令和 年度に貴管内で発注される工事で使用が見込まれる下記材料について、事前承諾を 

申請します。 

記 

令和 年度 工事材料事前承諾一覧表 

事前承諾番号 材 料 名 規 格 製造会社等 備 考 

注）１．事前承諾番号は記入しないこと。 

 ２．品質規格を確認できる資料を添付すること。 

 ３．２部提出すること。 

上記について、承諾します。 

 令和 年 月 日 

 （発 注 機 関）  印 
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＜参 考＞ 

工事材料事前承諾の取扱い 

１ 各発注機関は、生産者等から鳥取県土木工事共通仕様書(「第２章 材料」等)に示す規格に 

適合する一般材料の工事材料事前承諾願が提出された場合、その内容を審査する。 

２ 審査の結果、適切であると認めた場合、事前承諾番号を記入し、申請者に承諾書(１部)を 

送付する。 

また、提出された資料等を適切に保管する。 

事前承諾番号の例：鳥 １５－００１ 

 鳥取県土整備事務所 Ｈ１５年度 通し番号 

３ 事前承諾した場合は、事前承諾した材料名等を関係職員に周知するとともに、閲覧する。 

４ 監督員は、請負業者から事前承諾を受けた材料の工事材料使用承諾願(使用材料一覧表の材 

料名欄に事前承諾番号を記入されたもの)が提出された場合、契約図書に照らし合わせるとと 

もに、事前承諾した材料であることを確認し、使用を承諾する。 

 この場合、請負業者は製品カタログ等を省略することができる。 
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